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第２章 世田谷区の精神保健・精神障害者施策の状況 

 
１ 精神障害者数の推移 

 

（１）精神障害者保健福祉手帳所持者 

                                 （単位：人） 

    平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

総 数 4,130 4,485 4,911 5,270 5,648 

前年度増減 ━ ＋355 ＋426 ＋359 ＋378 

一級（重） 295 274 284 311 346 

二級（中） 2181 2,325 2,499 2,678 2,882 

三級（軽） 1654 1,886 2,128 2,281 2,420 

（各年４月１日現在） 

＜等級の程度＞ 

    一級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 
    二級…日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とす 

る程度のもの 

三級…日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を 
加えることを必要とする程度のもの 

 

（２）自立支援医療費（精神通院医療）認定件数 

                                 （単位：件） 

    平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

総数 9,628 9,961 10,612 11,104 11,639 

前年度増減 ━ ＋333 ＋651 ＋492 ＋535 

（各年４月１日現在） 

 

２ 世田谷区の施策 

 

（１）精神保健施策 
① 精神保健福祉法関係 
 こころの健康相談・依存症相談 
※各総合支所健康づくり課等でのこころの健康相談 

 精神保健福祉に関する普及啓発（講演会等） 
 保健師活動 
※各総合支所健康づくり課等での来所相談、電話相談、家庭訪問による相談支援 

 精神障害者生活指導（デイケア） 
※各総合支所健康づくり課等での集団活動による社会復帰訓練及び相談 

 精神保健福祉法に基づく警察官通報（２３条通報） 
※警察官が自傷他害の恐れがある精神障害者等を発見した際の、保健所長経由の都 
知事への通報 
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 精神保健福祉法に基づく医療保護入院届 
※精神科病院の管理者は、１０日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定め

る事項を当該入院について同意した者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都

道府県知事に届け出なければならない。（精神保健福祉法３３条第７項抜粋） 
 精神保健福祉法に基づく区長同意 
※精神科病院の管理者は、家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表

示することができない場合において、その者の居住地を管轄する市町村長（特別区

の長を含む）の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させること

ができる。（精神保健福祉法３３条第３項抜粋） 
② 医療費助成 
 自立支援医療費（精神通院医療）制度（障害者総合支援法） 
※通院による精神医療を継続的に要する精神障害者等に対する医療費の一部公費

負担 
 小児精神障害者入院医療費助成（東京都） 
※精神科に入院する１８歳未満の患者に対する医療費助成 

③ 区独自の相談事業 
 夜間休日電話相談 
 精神障害者家族等支援相談活動 
 グリーフサポート事業 

 
（２）精神障害者施策 

① 総合支援法関係 
 自立支援給付・地域生活支援事業 
※居宅介護、生活介護等の「介護給付」、自立訓練、就労移行支援等の「訓練等給

付」、自立支援医療の「精神通院医療」 
※移動支援（地域生活支援事業） 
※これらは「身体」「知的」「精神」などの障害の種別にかかわらず利用できる。 

 精神障害者地域移行体制整備支援事業 
② 児童福祉法 
 障害児通所支援（放課後等デイサービス、児童発達支援など） 

③ 手当・年金 
 特別障害者手当（国制度）／障害児福祉手当（国制度） 
 特別児童扶養手当（国制度）／児童扶養手当（国制度） 
 児童育成手当（区） 
 心身障害者扶養共済制度（東京都） 
 障害基礎年金 

④ 医  療 
 ひとり親家庭等医療費助成 

⑤ 日常生活の援助 
 緊急一時保護（家族の疾病等が事由で一時的に介護が出来ず法内施設の空き室が
ない場合などの条件あり） 

 配食サービス（一部非該当あり） 
⑥  社会参加 
 自動車運転免許取得費助成／身体障害者等の自動車購入資金の貸付 
 駐車禁止規則の除外（一級） 
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 デイケア／ナイトケア／休日ケア（精神障害者のみ対象） 
 都営交通の無料乗車券と割引／民営バスの割引／タクシー運賃の割引 
 都立公園等の入場料無料 
 ＮＨＫ受信料の免除 

⑦ 税金の軽減 
 所得税・住民税の障害者控除 
 自動車取得税・自動車税の減免 
 個人事業税の減免 
 相続税の軽減 

⑧ 住まい 
 都営住宅の申し込み優遇／使用料の減免／ＵＲ都市機構の抽選優遇制度等 

 


